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１．指針の改定にあたり(P1-4) 

（１）改訂の経緯（Ⅰ-１指針の改定）

・市民活動推進委員会の答申を受けて、『「市民活動の推進」と「市民と行政の協働の促進」

に関する指針』を改定します。 

（２）指針の目的（Ⅰ-3 指針改定の背景） 

・「持続可能な地域社会」の構築を「協働によるまちづくり」により目指します。 

（３）指針改定の背景（Ⅰ-2 指針改定の背景）

・指針の策定から今日まで、私たちの思考や行動様式に変容を迫る様々な変化が起きまし

た。そのため、時代に即した本市の基本的な考え方（指針）を明示するため改定します。 

（４）指針の位置づけ（Ⅰ-3指針の位置づけ）

・本指針は、総合振興計画を上位計画とします。 

・総合振興計画に対して、基本計画の示す方向性 

を補完します。 

（５）改定前後の変更点（Ⅰ-3 指針の位置づけ）

・指針（改定版）では、総合振興計画に対して、基本計画の示す方向性を補完するものとし

て、具体的な対応策ではなく、課題に対する対応の方向性を示します。 

課題に対する対応策 

旧指針 指針（改定版） 

課題に対する対応の方向性 

東日本大震災
地球温暖化に伴う異常気象 

人口減少 高齢化
自治会加入率の低下 ＮＰＯ法人の減少 

新型コロナウイルスの感染拡大

協働事業数の増加

マッチングファンド目標事業数が
安定的に達成できない 

指針の策定から１０年以上経過
（平成１８年策定） 
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※市民活動推進委員会が整理した「市民活動・協働」の背景



２．指針の評価と今後の課題（P5-6） 

（１）旧指針の評価（Ⅰ-4指針の評価と今後の課題）

・旧指針で掲げた課題に対する対応策の実施率は 89.8％です。実施した主な対応策は次の

とおりです。 

（２）市民活動及び協働の課題（Ⅰ-4 指針の評価と今後の課題）

・様々な取組を行ってきたことで、協働事業数の増加といった一定の成果が表れています。 

・一方、市民活動や協働が市民に広まり、市民活動のポテンシャルが十分に発揮できている

とはいいきれない現状があります。 

・指針（改定版）において整理した「市民活動及び協働の主な課題」は次のとおりです。 

旧指針に掲げられた対応策 

市民活動のための条例 

市民活動の拠点施設 

自

損なわない財政支援 

実施された対応策

市民活動サポートセンター 

さいたまマッチングファンド助成

実施した主な対応策 

ａ 理解や参加の促進

ｂ 団体や事業の継続

ｃ 相談やコーディネート

ｄ 交流の促進

ｅ 施設の充実

Ａ 市民活動や協働に対する

認知度の低さ・理解不足

Ｂ 事業や団体の継続の困難

Ｃ コーディネーター不足・

  相談窓口不足

市民活動及び協働の主な課題 

主な課題に係る分野 整理したキーワード 



３．今後の取組の方向性（P9-29） 

（Ⅱ-1 市民活動及び協働を進めるべき方向性・Ⅱ-2 課題に対する対応の方向性） 

・指針（改定版）において整理した課題に対する対応の方向性は次のとおりです。 


